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石木ダムの利水面での事業再評価に関する意見書（その２）

  費用対便益比計算の虚構について

佐世保市が石木ダムの利水面での事業再評価に関して私たち、科学者の会は

去る２月４日に「佐世保市水道の水需要予測に関する意見書」を貴市に提出し

ました。貴市の予測が架空のものであり、予測手法が非科学的であることを指

摘しました。その後、２月６日に「佐世保市上下水道事業経営検討委員会」の

第２回会議が開かれました。第２回会議の議題は石木ダムの代替案の検討結果

と、石木ダムの利水面に関する費用対便益比計算の結果でした。

前者に関しては石木ダムの代替案がないという結論でしたが、もともと、石

木ダムの必要性は先の意見書で指摘した水需要の架空予測と保有水源の過小評

価でつくり出されたものであって、佐世保市水道の今後の水需給から見て、石

木ダムが不要なのですから、石木ダムの代替案を検討すること自体が無意味な

ことです。

後者の石木ダムの利水面に関する費用対便益比の計算結果は、全事業費を分

母とした場合は 5.32 もあり、1をはるかに上回っているから、事業継続が妥当



2

というものでした。しかし、その計算は現実とまったく遊離した机上の計算に

過ぎず、このような虚構の計算で、石木ダム事業にゴーサインが出ることは大

いに問題です。

今回示された費用対便益比計算の虚構を科学者の立場として看過することが

できませんので、意見書（その２）を提出することにしました。

貴市が本意見書の内容を真摯に受け止めて、今回の費用対便益比計算を根本

から見直し、現実に踏まえた計算を改めて行うことを要請します。

本意見書の内容についてご要望があれば、説明に伺いますので、そのことも

ご検討いただければと思います。

１ 事業再評価のたびに費用対便益比の計算結果が大きく変わるのは、費用対

便益比計算の杜撰さを示しています。

今回、佐世保市が示した費用対便益比の計算結果は下記の通りです。

この計算結果は、2013 年 2月に佐世保市が「石木ダムの利水面での事業再評

価」で示した計算結果と大きく違っています。この時の計算結果は次ページの

上段に示す通りで、全事業費を分母とした費用対便益比は 13.84 であり、今回

の計算結果 5.32 の 2.6 倍にもなっています。

そして、その前の 2007 年度の事業再評価における費用対便益比は次ページの

中段に示す通りで、11.6 でした。
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費用対便益比を計算するたびにその計算結果が 11.6→13.84→5.32 と、なぜ

大きく変わるのでしょうか。このことは費用対便益比の計算が事実に立脚せず、

適当に行われたものであること、好い加減な計算であることを物語っています。

費用対便益比計算のたびに計算結果が数倍も変わってしまう杜撰な計算によ

って、石木ダム継続の是非が決められてしまっているのです。

佐世保市水道施設整備事業再評価 2013 年 2 月

佐世保市水道施設整備事業再評価 2007 年度

２ 費用対便益比の計算の過程を見ると、現実にはありえない仮定がいくつも

設けられています。

残事業費に対する費用便益比（全事業費）
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２-１ 計算の手順

石木ダムの利水面に関する費用対便益比は「渇水による被害額」を「石木ダ

ムの費用」で割って求められています。この費用対便益比の最終計算は、現在

価値化という計算を行った数字を使いますが、その話は煩雑になるので、割愛

することにします。

問題は石木ダムがなければ、石木ダムの費用の 5～14 倍にもなる渇水被害額

がなぜ発生することになっているかです。

今回の費用対便益比についてはその計算資料が現時点では公開されていませ

んので、代わりに 2013 年 2月の費用対便益比計算の資料を見ると、渇水被害額

が次の手順で求められています

① 生活用水、業務営業用水、工場用水の 3 用途に分けて渇水被害額を計算す

る。

② 市による各年度の平均給水量予測値に 1 年間の毎日の給水量の変動率を乗

じて、各年度の毎日の給水量を求める。

③ 保有水源が（市が示す）安定水源 7.7 万㎥/日しかないとして、毎日の給水

量がその安定水源から求めた供給可能量を超えた分に応じて、給水制限率を 5％、

10％、15％、20％に設定する。

④ 生活用水については給水制限率 5％、10％、15％、20％でそれぞれ 1人 1日

あたり 9.2 円、18.5 円、136.6 円、253.6 円の被害額が発生するとする。

⑤ 業務営業用水、工場用水についても同様に給水制限率 5％、10％、15％、20％

の被害額を計算する。

（話が煩雑になるので、ここではこの２用途の計算手順については記載を割愛

します。）

生活用水の被害額の計算結果は表１ (７ページ)の通りで、平成 29～78 年度

の 50年間の計算が行われています。

生活用水が増加する予測値を使っているので、給水制限率 5％、10％、15％、

20％の発生日数は平成 36年度までは制限率が大きい日数の方が次第に多くなる

ようになっています。平成 36年度以降は同じ日数です。そして、給水制限率 20％

の発生日数が 1年間の大半を占め、平成 36年度以降は 1年間の 2/3 で 20％の給

水制限が行われることになっています。

生活用水、業務営業用水、工場用水の被害額の集計結果は表２ (７ページ)の

通りです。これから佐世保市水道施設整備事業再評価（2013 年 2月）の便益 8,636

億円が求められています。
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２-２ 現実にはありえない仮定

上記の計算の過程を見れば、現実から遊離した仮定がいくつも設けられてい

ることが分かります。

① 水需要が市の予測通りに増加していく。

佐世保市水道の実際の水需要は確実な減少傾向になっており、市の予測は全

くの架空のものです。

② 保有水源が、市が示す安定水源 7.7 万㎥/日しかなく、水需要がそれを超え

ると、5％、10％、15％、20％の給水制限が行われ、1 年の大半は 20％の給水制

限になる。

市は佐世保地区の安定水源を 7.7 万㎥/日のみとしていますが、実際には慣行

水利権も渇水時も取水が安定しているので、安定水源です。これを加えると、

本当の安定水源は約 10万㎥/日あります。2007 年度後半に減圧給水の渇水が起

きましたが、この渇水期間中の慣行水利権の取水率は市が言う安定水源の取水

率とほぼ同じでした。水需要が 7.7 万㎥/日を超えたら、給水制限になるという

仮定が間違っています。

③ 給水制限で多大な経済被害が発生する。例えば、給水制限率 20％の場合、

生活用水は 1 人 1 日あたり 253.6 円の被害額が発生する。

実際には起こりえないことですが、仮に 20％の給水制限が行われたとして、

１人あたり毎日 253.6 円の被害が発生するものでしょうか。4人家族ならば、毎

日 1千円の出費です。20％の給水制限に対して毎日毎日１千円使って何を買い

続けるというのでしょうか。石木ダムがなければ、1年間の大半が 20％の給水

制限ですから、年間で数十万円の出費になり、多くの家庭にとって経済的に大

変なことになります。しかし、現実には石木ダムがなくても、そのような状況

になっていませんし、今後は水需要がさらに減っていくのですから、そのよう

な状況になるはずがありません。

３ 石木ダムがないと、年間数百億円の渇水被害が毎年、発生するのでしょう

か。

生活用水、業務営業用水、工場用水の被害額を集計した表２ (７ページ)を見

ると、石木ダムがない場合は佐世保市で毎年、420～480 億円の渇水被害が生じ

ることになっています。
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表２は 2013 年 2月の費用対便益比計算について見たものですが、今回の費用

対便益比計算も同様であって、佐世保市で毎年、数百億円の渇水被害が生じる

ことになっていると考えられます。

このように巨額の渇水被害が毎年毎年発生したならば、佐世保市の経済その

ものも破綻してしまいます。

一方、現実はどうでしょうか。表２に示されている平成 29、30 年度はすでに

過去のことですが、両年度とも石木ダム無しで渇水は起きず、渇水被害額はゼ

ロでした。

佐世保市の計算では石木ダムがないことによって年間で420～460億円の渇水

被害が生じることになっていたのに、現実の被害額はゼロでした。このことは

佐世保市の費用対便益比計算が現実と乖離した無意味な計算であることを物語

っています。

実際の渇水被害額がゼロということは石木ダムの現実の費用便益比がゼロで

あることを意味します。

４ 石木ダムが本当に必要なのかを科学的な見地から真摯に検証することを熱

望します。

以上のとおり、佐世保市が現実から遊離した仮定をおいて費用対便益比の計

算を行い、その値が 1を大きく超えているから、石木ダムの事業継続が妥当と

いう結論を出すのは常軌を逸しているといわざるを得ません。

佐世保市が示す現実性ゼロの費用対便益比の計算は、佐世保市民と石木ダム

予定地住民を愚弄するものであるといっても過言ではありません。

佐世保市がすこしは正常な感覚を取り戻して、佐世保市水道にとって石木ダ

ムが本当に必要なのかを科学的な見地から真摯に再度検証することを熱望しま

す。

                             以上
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